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令和６年 第３回 東神楽町農業委員会総会議事録 
 
１．日時 令和６年３月２９日（金） １５時００分 から １６時２０分 
２．開催場所 東神楽町役場新庁舎３階委員会室 A 
３．出席委員 １２名   
 会長 １２番 島田 謹介 
 会長職務代理 １番 伴野 善清 
   ２番 安藤 有一 
   ３番 蒔田 義仁 
   ４番 野々瀬 浩司 
   ５番 栗本 豊美 
   ６番 

 ７番   

伴野 竜太 
北山 秀雄 

  ８番 前田 哲也 
  ９番 伊藤 伸也 
  １０番 西村 俊彦 
  １１番 藤田 尚広 
 
 

   

４．議事日程    
第１  会議録署名委員の指名について  

 第２ 報告第１号 農業委員会の概況報告について  
 第３ 報告第２号 農地法第６条第１項の規定に基づく農地所有適格法人の定期報告について 
 第４ 報告第３号 農地の転用事実に関する照会について 
 第５ 議案第１号 旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画 

の決定について 
 第６ 議案第２号 あっせん委員の指名について 
 第７ 議案第３号 農業委員会による最適化活動の目標の設定等について 
 第８ その他  
    
    
     
５．農業委員会事務局職員 
 事務局長 熊谷 俊輔 
 係長 宮原 健太 
 主事 武田 翔太 
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開会 
事務局長  はい。それでは只今から農業委員会総会を始めたいと思います。只今の出席委員は１２名であ

ります。定足数に達しておりますので、東神楽町農業委員会第３回を開会いたします。東神楽町

農業委員会憲章を朗誦いたします。ご起立願います。今日は２番目になります。私に続いて朗誦

願います。ひとつ農業委員会は、農用地の確保と有効利用を進め法令に基づく適正な農地行政に

努めます。ご着席ください。それでは会長からご挨拶いただきます。 
 
あいさつ 
会長 はい。東神楽町農業委員会第３回通算７４１回総会にあたりまして、ひと言ご挨拶申し上げま

す。本日は３月の末ということもありまして、それぞれが仕事の忙しい中、全員の出席をいただ

きまして誠にありがとうございます。２月末の総会が開催された頃にはもう雪が無くなるのでは

という勢いだったのに、３月になり雪解けが非常に遅くなって、農作業の方も４月を迎えるにあ

ったって非常に慌ただしくなるのではないかと思っております。町議会も第１回終わりまして、

予算もスムーズに通りまして農業委員会予算も予定通りつけてもらいましたので、そちらの方も 
安心しているところであります。先ほど、産業振興課の異動挨拶がありましたが、私が一番安心

しているのはまたこのメンバーで今年１年やれるということが本当に良かったと思っておりま

す。安心してここ１年、ベテランの３人と一緒にやっていけると思うと皆さんも安心だと思いま

すので、改めて１年間よろしくお願いいたします。それでは議題に入らせていただきたいと思い

ますので、着席させていただきます。 
 
会議録署名委員の指名について 
会長 それでは日程第１会議録署名委員の指名について、本日は２番安藤委員、３番蒔田委員です。

よろしくお願いいたします。 
 
【報告】農業委員会の概況報告について 
会長 続きまして日程第２報告第１号、農業委員会の概況報告について事務局よりお願いします。 
宮原係長 はい。前回総会以降における農業委員会の概況について報告いたします。３月１４日、あっせ

ん委員会が行われまして、伴野代理、伊藤農地部長、伴野委員、前田委員が出席しております。 
以上です。 

 
【議案】農地法第６条第１項の規定に基づく農地所有適格法人の定期報告について 
会長 ありがとうございました。続きまして日程第３報告第２号農地法第６条第１項の規定に基づく

農地所有適格法人の定期報告について、事務局より報告願います。 
宮原係長 農地法第６条第１項の規定に基づく農地所有適格法人の定期報告を行います。今回は、３ページ

から８ページに記載のとおり７件あがってきております。前年報告より大きな変更点はございま

せん。それぞれ、形態要件等、報告書類を確認させていただきましたが、農地法第２条第３項及び

４項の条件を満たしているため、農地所有適格法人として問題ないことを報告させていただきま

す。以上です。 
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【報告】農地の転用事実に関する照会について 
会長  ありがとうございました。続きまして、日程第４報告第３号農地の転用事実に関する照会につい

て、事務局より説明お願いいたします。 
武田主事  はい。農地の転用事実の照会についてご説明させていただきます。こちら昨年の１０月頃にもあ

ったのですが、法務局の登記官より農地の転用事実の照会が文書で届きまして、局長名で回答させ

ていただきました。この事実確認回答によって登記上の地目を変更するものであります。土地の所

在につきましては、〇〇地番〇〇－〇〇。現況地目宅地ほか１筆。総面積３５９㎡。市街化区域内

に位置しておりまして農振農用地区域からは除外されております。２月２９日に会長、代理、伊藤

農地部長、安藤委員及び事務局で現地確認を行いました。地番図図面でも分かるとおり住宅及び庭

として十数年以上利用されていること、また農地台帳上も現況宅地として管理されていることもあ

り、市街化区域にあり転用許可も要しない案件として、３月４日付けで報告させていただきました

ので報告させていただきます。以上です。 
会長 はい。ありがとうございます。報告にかえさせていただきます。 

 
【議案】旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定について 
会長  続きまして、日程第５議案第１号旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地

利用集積計画の決定について、所有権移転及び利用権設定の新規案件は１件ごとに審議し、継続案

件については変更点のみ説明します。それでは事務局より説明お願いいたします。 
武田主事  はい。今回、所有権移転が２件、利用権設定の新規案件が８件、継続案件２件となっています。

１３４番。所有権移転を受ける者〇〇さん。所有権移転をする者〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-〇
〇。現況地目「田」ほか６筆。総面積が５５，２２３．２３㎡。売買となっております。所有権移転

日は本日。対価の支払い期限が４月３０日までとなっております。売買価格につきましては、１０，

０００，０００円。反当価格は２００，０００円となっております。以上です。 
会長  担当、伴野竜太委員。 
伴野委員  只今、説明があったとおりです。今まで〇〇さんが〇〇さんより賃貸をされており、今回売買に

至った案件になります。地域相場の２００，０００円、水張面積を掛けると１０，２５２，０００

円となるのですが、数年前に八千代川が氾濫した際に、田んぼを自費で〇〇さんが修繕されたとい

うことを考慮いたしまして、端数を切り捨て１０，０００，０００円ちょうどとさせていただきま

した。以上です。 
会長  担当委員の説明ありましたが、皆さまから何か質問等ございますか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長 無ければ決定いたします。続きまして１３５番。 
武田主事  １３５番。所有権移転を受ける者〇〇さん。所有権移転をする者〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-

〇〇。現況地目「田」ほか１筆。総面積が１０，３４１㎡。売買となっております。所有権移転日、

本日。対価の支払い期限につきましては４月３０日までとなっております。売買価格につきまして

は１，６００，０００円。反当価格は１８０，０００円となっております。以上です。 
会長 担当、伴野竜太委員。 
伴野委員 こちらも今まで賃貸されていたものを売買するものとなります。こちらに関しては、田んぼの形

が耕作しにくい形状でもあることから地域相場よりも１割減の１８０，０００円とさせていただき
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ました。以上です。 
会長 担当委員の説明ありましたが、この件に関しまして皆さんからご意見等ございませんか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長 無ければ決定いたします。続きまして、１３６番。 
武田主事 利用権設定新規案件です。１３６番。利用権設定を受ける者〇〇さん。利用権設定をする者〇〇。

所在〇〇。地番〇〇-〇〇。現況地目「田」ほか２筆。総面積が４５，９５４㎡。貸借権の設定、賃

貸借となっております。利用権設定が、令和６年３月２９日から令和１１年１月３０日までの５年

間となっております。賃貸料は、売買価格１４，４９０，０００円の２％である２８９，８００円

となっております。農地保有合理化事業の一時貸付案件です。以上です。 
会長 担当、伴野代理。 
伴野代理 ただいま事務局から説明のあったとおりです。この案件、先月公社案件であがったものであり、

今回新規で賃貸となる案件であります。図面を見てもらうと分かるのですが、若干形の悪い農地も

ありますが、それ以外は作りやすい農地でありますので相場価格をつけさせていただきました。問

題はなかろうかと思いますが慎重審議よろしくお願いいたします。 
会長 はい。担当委員からの説明終わりましたが、この件に関しまして皆さんからご意見ありませんか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長 無ければ決定いたします。続きまして１３７番。 
武田主事  １３７番。利用権設定を受ける者〇〇さん。利用権設定をする者〇〇。所在〇〇。地番〇〇-〇〇。

現況地目「田」ほか３筆。総面積３２，７５２㎡。貸借権の設定、賃貸借となっております。利用権

設定の始期は、３月２９日から令和１１年１月３０日までの５年間です。賃貸料は、売買価格１０，

０７５，０００の２％である２０１，５００円です。農地保有合理化事業の一時貸付案件です。以

上です。 
会長 担当、伴野代理。 
伴野代理 ただいま事務局から説明のあったとおりです。こちらにつきましても、先月の公社買入案件であ

がった案件であります。図面を見ていただくと分かると思うのですが、山の近くにあり若干不整形

の土地もありますが、概ね相場の価格３５０，０００円をつけさせていただいておりますが、地番

〇〇-〇〇は国営受益地外となっていることもあり、単価を１００，０００円減の２５０，０００円

とさせていただきました。問題はなかろうかと思いますが慎重審議よろしくお願いいたします。 
会長 はい。担当委員からの説明終わりましたが、こちらにつきまして皆さんからご意見ありませんか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長 無ければ決定いたします。続きまして１３８番に入る前に会議規則１５条の規定により〇〇の退

席を求めます。 
武田主事 １３８番。利用権設定を受ける者〇〇さん。利用権設定をする者〇〇。所在〇〇。地番〇〇-〇〇。

現況地目「田」ほか２筆。総面積が４０，６１２㎡。貸借権の設定で賃貸借となっております。利用

権設定の始期は、３月２９日から令和１１年１月３０日までの５年間となっております。賃貸料は、

売買価格９，０００千円の２％である１８０，０００円となっております。農地保有合理化事業の

一時貸付案件です。以上です。 
会長 担当、私です。こちらの案件ですが、１２月に〇〇さんからあっせん申し出のあった件でありま

す。地番図を見ていただきたいのですが、地番〇〇－〇〇の一部について長年耕作されていない部
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分がありまして、高台地区の相場より下げて価格設定をさせていただいているところがあります。

〇〇さんに関しましても皆さんご承知のとおり何の問題もなく、聖台高台地区及び東聖地区のこれ

からを担っていただく方であります。問題ないと思いますけど慎重審議よろしくお願いいたします。 
会長 はい。只今、担当委員からの説明終わりましたが、こちらにつきまして皆さんからご意見ありま

せんか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長 無ければ決定いたします。 
会長代理 次の案件でありますが、会議規則１５条の規定により〇〇の退席を求めます。１３９番。 
武田主事 １３９番。利用権設定を受ける者〇〇。利用権設定をする者〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-〇〇

の内〇〇。現況地目「田」。面積が１８，９１８㎡。貸借権の設定、賃貸借となっております。利用

権の設定の始期は、３月２９日から令和８年１１月３０日までの３年間となっております。賃貸料

は２６１，０００円で、反当価格は１４，０００円となっております。以上です。 
会長代理 担当、伊藤委員。 
伊藤委員 只今、事務局から説明のあったとおりでございます。補足いたしますと、今回の案件に関しまし

ては、皆さんご承知かと思いますが〇〇の〇〇さんが体調を崩され相談を受けたものであります。 
今後、耕作はできないとのことで隣接する農地を耕作されているアグライズさんで引き受けていた

だくことになりました。地域の了解も得ております。何ら問題ないかと思いますが慎重審議よろし

くお願いいたします。 
会長代理 担当委員からの説明終わりましたけれど、皆さまから何かございますか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長代理 それでは決定いたします。 
会長 続きまして１４０番。 
武田主事 １４０番。利用権設定を受ける者〇〇。利用権設定をする者〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-〇〇。

現況地目「田」ほか２筆。総面積が３６，７０６㎡。貸借権の設定、賃貸借となっております。利用

権設定の始期が、３月２９日から令和１０年１１月３０日までの５年間となっております。賃貸料

は３５２，５６０円。反当価格は、地番図をご覧いただきたいと思いますが、地番〇〇-〇〇と〇〇

が１２，０００円、〇〇-〇〇が９，０００円となっております。以上です。 
会長 担当、安藤委員。 
安藤委員 はい。只今、事務局から説明のあったとおりです。〇〇さんの方から賃貸したいとの話しがあり

ました。今回、該当する農地に隣接する地番図の〇〇-〇〇、〇〇-〇〇を〇〇さんが作られているこ

ともあり、〇〇さんにお願いしたところ快く引き受けていただきました。反当価格の９，０００円、

１２，０００円と開きがあり、また地域相場の１３，０００円と比べると若干安い設定でもありま

す。９，０００円部分については、地番〇〇－〇〇になるのですが〇〇の自主管理地となっていま

して負担金反当あたり５００円を納めているところであります。現在、水がほぼ入る可能性はない

のですが、〇〇さんは田として活用していくため畔なりを整備していくということもあり考慮させ

ていただきました。１２，０００円とさせていただいた〇〇-〇〇、〇〇については、これまで牧草

を作っていたということもあり、今後水を入れるとなると用水を作る必要があるということで、こ

ちらも〇〇さんで対応するということで相場より下げた価格設定とさせていただきました。〇〇さ

んに関しましては、大きくやられておりまして何ら問題ないかと思います。慎重審議よろしくお願
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いいたします。 
会長 はい。担当委員からの説明終わりましたが、こちらにつきまして皆さんからご意見ありませんか。 
北山委員 〇〇の話しが出たので確認したいのですが、その用水というのは〇〇の水を使うということです

か。自主管理地ということは、〇〇の管理する水ではないですよね。その用水というのは何なのか。

はてなマークが出てしまうんだけど。 
安藤委員 自主管理地としたのが、牧草にした２０～３０年前ということで聞いていて、田を作るにあたっ

て〇〇さんと〇〇さんの話しでは、地番〇〇-〇〇が田なのでこの端まで水は来ていると、〇〇-〇〇

へは水を入れることができるようですで、現在は麦を作っているんですが田にするためには整備が

必要ということで聞いています。なぜ５００円を払っているかなどは申し訳ありません。把握でき

ておりませんが、〇〇さんに確認をしたところ水は通すことはできると聞いております。 
北山委員 〇〇の用水から引いてくるのかと思って。 
安藤委員 ６５０-３、４については、別のルートから水を引くとのことです。 
会長 よろしいでしょうか。他に何かございませんか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長 それでは決定いたします。続きまして、１４１番。 
武田主事 １４１番。利用権設定を受ける者〇〇さん。利用権設定をする者〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-

〇〇。現況地目「畑」ほか３筆。総面積が８４，０５５㎡。貸借権の設定、賃貸借となっておりま

す。利用権設定の始期につきましては、３月２９日から令和１５年１１月３０日までの１０年間と

なっております。賃貸料は２７７，０００円。反当価格は３，３００円となっております。〇〇さ

んにおかれましては、〇〇の〇〇の〇〇で営農されている方と聞いております。 
会長 担当、前田委員。 
前田委員 私の方から補足をさせていただきますけれど、まず〇〇さんですが、〇〇さんが令和４年の１月

に亡くなっております。〇〇さんの〇〇さん〇〇さんと〇〇さんが、令和４年度中は営農をされて

おり、令和５年度以降も営農をしていこうとの考えではありましたが、家族の中で協議をした結果、

後継予定者のお子さん達が営農は困難、継がないという決断をされたということで、令和５年の夏

に全面賃貸をしたい意向がございました。本来であれば、東神楽町内の土地でありますのでこちら

の農業委員会で進めるべき話しではありますが、〇〇地区というところは〇〇というところがあり

まして、そこでまずは話しをさせていただきないとの申し出があり、そこの中で仮にまとまらなか

った場合に改めて東神楽農業委員会にお願いできないかということでありました。その申し出を見

守っていた中、協議がまとまりまして〇〇さんという方に賃貸をさせていただきたいということに

なり承諾したところであります。〇〇さんにおいては、〇〇さんは〇〇の〇〇をされておりました。

また、東神楽の認定農業者ではないのですが北海道の広域認定農業者になっておりますので、東神

楽の農地賃貸への影響もないかと思います。反当価格については、なかなか近郊の参考価格を拾う

のが難しかったのですが３，０００円というところがあったためそこを参考に３，３００円とさせ

ていただきました。慎重審議よろしくお願いいたします。 
会長 はい。担当委員からの説明終わりましたが、こちらのケースなかなかレアでありまして土地の所

在は東神楽にあるので本来であればうちの委員会でとはなるのですが、前田委員から説明のあった

とおりで〇〇地区の〇〇での決定事項に伴って、こちらに最終決定を求められているものでありま

す。皆さんから何か質問等ございますか。 
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蒔田委員 椿さんはこの農地で全て手放すことになるのでしょうか。 
前田委員 東神楽にある農地については今回あがっている土地のみになります。 
蒔田委員 分かりました。ありがとうございます。 
会長 他に何か皆さんの方からありませんか。 
北山委員 かなり昔の話しになるのですが、東神楽の〇〇さんの土地を美瑛の方が借りているのは反当５，

０００円と聞いていたのですが、このあたりだいぶ単価が落ちているということなのでしょうか。 
前田委員 対象農地に近い農地価格を反映させてもらっています。 
北山委員 了解です。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長 続きまして、１４２番。 
武田主事 １４２番。利用権設定を受ける者〇〇さん。利用権設定をする者〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-

〇〇。仮地番〇〇-〇〇-〇〇/〇〇。現況地目「田」ほか１５筆。総面積が５４，６５７．８１㎡。

貸借権の設定、賃貸借となっております。利用権設定の始期が、３月２９日から令和８年１１月３

０日までの３年間となっております。賃貸料は、４３４，８００円で、反当価格は９，０００円と

なっております。以上です。 
会長 担当、藤田委員。 
藤田委員 只今、事務局から説明のあったとおりでございます。こちらの土地ですが、令和４年度に工事が

終わりまして令和５年度から耕作をしている土地であります。〇〇さんの方から相談ありまして、

通いでの耕作では厳しいため貸したいということで〇〇さんに話しをしたところ快く引き受けてい

ただきました。本来ですと、〇〇地区の賃貸相場は１０，０００円となっているのですが、促進費

の関係がございまして、本来であれば促進費は促進費でと話しはしたのですが、面倒なのでまとめ

て９，０００円にすると言われてしまいましてそのままの価格といたしました。賃貸価格へ反映は

させたくなかったのですが本人の強い希望でありこのようにしました。このような形になってしま

い誠に申し訳ありません。〇〇さんについては、大きくやってらっしゃるので問題ないとは思いま

すが慎重審議よろしくお願いします。 
会長 はい。担当委員からの説明終わりましたが、こちらにつきまして皆さんからご意見ありませんか。 
伊藤委員 価格のことは分かったんですが、ここ工事前の水張り面積、事務局把握していますか。 
武田主事 ２１ページ、地番図の黄色部分の面積を足すと出ます。工事前後でほぼ変わりはありません。 
伊藤委員 はい。分かりました。この誤差も極端に言えば、減歩率は工事が全て終わらないと分からないん

だけど、多い少ないにしても、現状の水張りでやりとりするのもやぶさかではないのか。売買とは

違うから。ただ、この３年という賃貸期間も気になったんですけど、何か意図するところがあるん

ですか。これ〇〇さんから人が変わってしまうようなことがあった時に、今９，０００円で借りて

いて次の人へとなった場合、９，０００円のままでいくのかスタンダードの１０，０００円に戻す

のか、促進費の問題もあるんでしょうけど、そのあたりをどうするのか気になりました。 
藤田委員 賃貸期間３年については、令和８年に〇〇地区の換地が終わるため、それに合わせてとなります。

そういうことでございます。 
会長 この価格についてですが、契約を交わしていることを知らずに狩野さんへ連絡をして、促進費に

ついては賃貸価格に反映させないでほしいということをお話ししたんだけど、結果、反映させてい

まった形で案件があがってきてしまったんですけれども、〇〇さんの方では令和１２年までこの価
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格でいって、そのあと見直しをかけて〇〇相場に合わせるとの話しは受けています。内諾ではあり

ますが。１２年には見直すということではありました。他にありませんか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長 続きまして、継続案件お願いします。 
武田主事 ここからは、継続案件となりますので、変更点のみお伝えいたします。１４３番、変更点ありま

せん。１４４番、変更点ありません。以上です。 
会長 こちら２件に関しまして、皆さんからご意見等ありませんか。 
各委員 （ありませんとの声） 
会長 それでは決定します。 

 
【議案】あっせん委員の指名について 
会長  続きまして、日程第６議案第２あっせん委員の指名について事務局より説明願います。 
武田主事  はい。それではあっせん申し出のあった案件について、説明いたします。今月は２件となってお

ります。２４番申出人住所〇〇、氏名〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-〇〇。現況地目「田」。面積３

４３㎡。となっております。２５番申出人住所〇〇、氏名〇〇さん。所在〇〇。地番〇〇-〇〇。現

況地目「田」。面積２２，８２４㎡。となっております。すべて農振農用地区域内で申出理由売買で

す。以上です。 
会長  あっせん委員の指名は会長一任でよろしいでしょうか。 
各委員  （はい） 
会長  それでは指名いたします。２４番、伴野代理、伊藤農地部会長、野々瀬委員。２５番、伴野代理、

伊藤農地部会長、前田委員、伴野委員。以上よろしくお願いいたします。 
 
【議案】農業委員会による最適化活動の目標設定等について 
会長  続きまして、日程第７議案第３農業委員会による最適化活動の目標設定等について事務局より説

明願います。 
宮原係長  １６ページ左上の色の変わっている議案第３号の部分をタップしてください。右上に別紙様式１

と書かれた様式が出てきたかと思います。こちらの様式をご覧いただきながら説明させていただき

ます。令和６年度の目標設定となります。ローマ数字１農業委員会の状況についてですが、１農業

委員会の現在の体制は記載のとおりであります。２農家・農地等の概要については、直近の農林業

センサスの数値、昨年同様２０２０年度のものを使っていますが、様式中段の中ほどになりますが

４０代以下の人数ですが、昨年度拾い違いをしておりまして２４人から６１人へ修正しております。

こちらが大きな変更点となっております。続きまして、画面をスクロールしましてローマ数字２最

適化活動の目標をご覧ください。１のかっこ１、農地の集積まる１現状及び課題については最新の

道農政部公表の数値を使っております。集積面積が前年比３２ヘクタール増の３，１７３ヘクター

ル。集積率が前年比０．９パーセント増の９８．８パーセントであります。まる２の目標について

は、指針同様令和８年度までの目標数値、令和３年度に掲げた集積率目標９５パーセントを記載し

ています。昨年同様、新規集積面積が０ヘクタールとなっているのですが、当町においては既に目

標を達成していますので、引き続き農業委員の皆さまにはこれまで同様活動を継続いただければと

思います。現状、目標の方は達成されている状況であります。かっこ２、遊休農地の解消まる１現
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状及び課題については、農地パトロールで確認させていただいております中央８・９区にまたがっ

ている岸本さん所有の農地であります。まる２目標において、工程表は作成していないとあります

が、皆さんご承知のとおり今後国営の事業によって解消される予定であります。緑区分は、一年生

の雑草繁茂、多年生雑草繁茂の状態を指しましてトラクター等で耕起すれば利用可能な農地で、該

当なし。岸本さん所有の農地については、黄区分の該当となりトラクター等のみですぐ耕起できな

い状態だが重機と併用なら利用可能となる農地になります。画面スクロールお願いいたします。最

後のページになります。かっこ３新規参入の促進まる１現状及び課題について、令和４年度新規参

入者は中央１－１区、川崎真央さんであります。まる２目標の権利移動面積及び公表面積は記載の

とおりとなります。２最適化活動の活動目標については、記載のとおり昨年度同様の目標とさせて

いただいております。今回、審議いただいた目標については、北海道農業会議に提出のうえ確認い

ただきます。修正等必要であれば助言をいただき訂正のうえ４月末までに公表します。修正等、生

じた際には４月総会にてお伝えさせていただきます。以上、審議のほどよろしくお願いいたします。 
会長  只今、事務局から説明のあったとおりでありますけど、皆さんの方から何かあればお願いします。 
伊藤委員  最適化目標の現状課題の数値と目標数値の違いはどういうことなのでしょうか。 
宮原係長  北海道農政部で抑えている数字と私どもが当初たてた指針の数字にずれが生じていまして、ここ

については指針数値を使用して下さいとなっていますので、誤差が出てきてしまう状態となってい

ます。このまま数値のずれが生じた状態でいくのか、今回地域計画策定後指針も策定し直すので、

その際に誤差を修正できるのかもしれません。 
会長  ほかに皆さんから無ければ、このまま農業会議へ提出、調整のうえ公表したいと思います。 

 
【その他】 
会長  続きまして、日程第８その他についてお願いいたします。 
事務局  ①４月総会の日程について 

 ②令和６年農業委員道内視察研修について 
 


